
仕　　様　　書 

 

１　契約概要 

⑴　賃貸借物品 

広島県立福山北特別支援学校　電話交換設備　一式 

　⑵　賃貸借場所 

　　　福山市加茂町下加茂7006　広島県立福山北特別支援学校 

　⑶　賃貸借期間 

　　　令和８年４月１日から令和16年３月31日まで（８年間） 

　⑷　その他 

　　　本仕様書に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。 

 

２　設備仕様 

⑴　機器構成 

　ア　電話交換機　　１台 

　　　　　　　　　　制御方式　：蓄積プログラム制御方式 

　　　　　　　　　　通話路方式：ＰＣＭ時分割方式  

　イ　電話機　　　多機能電話機　32台（フリーファンクションボタン12ボタン以上、 

液晶表示付） 

　　　　　　　　　一般電話機　　94台（リダイヤル・転送・保留ボタン付） 

　　　　　　　　　コードレス電話機　２台（リダイヤル・転送・保留ボタン付） 

　ウ　停電時バッテリー 

　　　停電保証時間3時間以上（長寿命バッテリー） 

　エ　機能 

　　①電話機毎に外線の発着信規制ができること。 

　　②特定のグループ毎に代理応答ができること。 

　　③話中の外線及び内線電話を保留・転送できること。 

　　④ランプ表示により、自電話及び他電話の通話又は保留が区別できること。 

　　⑤内線、外線着信の区別ができる着信音があること。 

　　⑥夜間切替が可能であること。（事務室不在時に職員室で着信ができること。） 

　　⑦留守番電話機能を有し、指定した電話機に設定が可能であること。 

　　⑧電話一斉呼出機能があること。 

　　⑨ページング機能があること。（電話機からの操作で既設放送設備スピーカーから校内一斉放

送ができること。） 

　　⑩本仕様書で示す機能のほか、市場に流通している一般的な電話機としての機能を有するこ

と。 

　オ　回線 

① （084）972-3040（ひかり電話、 OG420Xi）発信及び着信可能 ダイヤルイン契約者回線 

番号・代表番号、3ch 

② （084）972-6253（ひかり電話、 OG420Xi）発信及び着信可能 ダイヤルイン追加番号・ 

FAX、1ch 

③ （084）972-6602（アナログ）非常通報装置専用（電話交換機には収容しない） 



 

３　納入 

　⑴　設定 

　ア　内線番号設定（別途指示） 

電話機への内線表示及び受注者所有に属する旨の標識を付すること。 

　　イ　代理応答設定（別紙のとおり） 

　　ウ　夜間切替設定（別紙のとおり） 

　　エ　電話一斉呼出及び校内一斉放送の動作確認を行うこと。 

　　オ　発信番号は代表番号（084-972-3040）を通知すること。 

　　カ　既設のＦＡＸへの接続を行い、動作確認を行うこと。 

　　キ　留守番電話への切替設定を行い、動作確認を行うこと。 

　　ク　フリーファンクションボタンの設定内容を別途施設管理担当者と打合せのうえ行い、設定

内容の表示を各電話機に付すること。 

ケ　一般電話機に内線番号の表示を行うこと。 

　⑵　その他 

　　ア　農機具倉庫及び車庫兼洗車場への内線電話（新設予定）は現状配線が未設であるため、コ

ードレス電話機可とする。（必要に応じて中継アンテナ等を設置すること。） 

　　イ　農機具倉庫の内線電話は、屋外のため防雨ボックスに収納すること。 

　　ウ　通話録音機能（内蔵）の設定を行うこと。（1,000時間以上録音可能であること。）また通話

録音に際し、通話録音告知機能の設定を行うこと。（告知メッセージは別途指示） 

　　エ　IVR機能を用いて着信の応答、振り分けを行うこと。（最大3階層であること。振り分け先は

別途指示） 

オ　電話交換機から内線電話機までの配線は、既設配線が利用可能であれば利用してよいが、

配線の不良箇所や配線の変更が必要となる場合は、必要な配線工事を行うこと。 

　　カ　既設の電話交換設備一式については、現在の契約業者と撤去作業等についての協議を行

い、円滑な設備換えを行うこと。 

　キ　機器設置・設定及び動作確認は、授業等学校業務に支障のないよう実施するものとし、全

ての作業を令和８年３月31日までに完了させ、令和８年４月１日から完全に稼動できる状

態にすること。作業日時は事前に協議すること。 

 

４　保守 

　⑴　契約業者は、電話交換設備を常時正常な状態で使用できるよう保守を行うこととし、電話交換

機等の故障又は異常が生じた場合、速やかに技術員を派遣して修理・修復を行うこと。 

なお、修理・修復の作業は契約業者の営業時間内に行うものとし、保守料は契約金額に含むも

のとする。（バッテリー交換も含む） 

ただし、学校の取扱不良により修理が必要となった場合は、有償とする。 

また、停電発生時等において万が一設定機能が初期化された場合には、当初設定の状態まで速

やかに復旧させること。 

⑵　定期点検を年１回以上実施し不良箇所は速やかに修理・修復を行うこと。 

 

 

 



５　その他 

　⑴　電話交換設備の設置は、電気通信事業法に定める端末設備等規則に基づいて施行すること。 

⑵　電話交換設備の搬入・据付・調整に要する経費のほか、保険料等一切の諸経費及び契約満了等

に伴う電話交換機設備の返還に要する費用は、契約業者が負担する。 


